
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
国
定
公
園
の
公
園
事
業
を
変
更
し
た
件                                           

五
九
六 

○
特
定
水
産
資
源
に
つ
い
て
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
定
め
た
件                         

五
九
六 

○
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て
竣
功
を
認
可
し
た
件
二
件                               

五
九
六 

し
ゅ
ん

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件                                               

五
九
七 

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件                                                   

五
九
七 

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件                     

五
九
八 

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
指
定
し
た
件                             

五
九
九 

　公

　告 

○
徴
税
吏
員
証
票
を
無
効
と
す
る
件                                               

五
九
九 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号 

　自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
、
越
後
三
山
只
見
国
定
公
園
の
公
園
事
業
を
変
更
し
た
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。 　

　令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

変
更
し
た
公
園
事
業

　
　
　位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　変
更
理
由 

只
見
川
線
道
路
（
車
道
）

　南
会
津
郡
只
見
町
大
字
田

　あ
い
よ
し
橋
等
の
位
置
変
更
の
た
め 

子
倉
地
内 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
自
然
保
護
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
ま
あ
じ
及

び
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
に
関
す
る
令
和
六
管
理
年
度
（
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
）
に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　ま
あ
じ 

１

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
ま
あ
じ
漁
業 

２

　配
分
す
る
数
量

　本
県
に
配
分
さ
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
（
現
行
水
準
）
の
全
量 

二

　ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群 

１

　知
事
管
理
区
分

　福
島
県
ま
い
わ
し
太
平
洋
系
群
漁
業 

２

　配
分
す
る
数
量

　本
県
に
配
分
さ
れ
た
都
道
府
県
別
漁
獲
可
能
量
（
現
行
水
準
）
の
全
量 

（
水

　産

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号 

　公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水 

面
埋
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
竣
功
を
認
可
し
た
。 

し
ゅ
ん

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名 

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
三
号

　東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社 

神
奈
川
県
鎌
倉
市
津
西
二
丁
目
八
番
十
一
号

　代
表
執
行
役
社
長

　小
早
川

　智
明 

二

　竣
功
認
可
の
年
月
日 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

三

　埋
立
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積 

１

　位
置 

双
葉
郡
大
熊
町
大
字
夫
沢
字
北
原
二
十
三
及
び
二
十
五
の
地
先
公
有
水
面 

２

　区
域 

別
添
図
面
の
と
お
り 

３

　面
積 

九
、
九
五
六
・
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル 

四

　埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日
福
島
県
指
令
第
五
百
十
六
号 

五

　公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村 

大
熊
町 

　（
「
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
土
木
総
務
課
用
地
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
） 

（
土
木
総
務
課
用
地
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号 

　公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
有
水

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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面
埋
立
て
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
竣
功
を
認
可
し
た
。 

し
ゅ
ん

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 
一

　竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名 

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
一
丁
目
一
番
三
号

　東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社 

神
奈
川
県
鎌
倉
市
津
西
二
丁
目
八
番
十
一
号

　
　代
表
執
行
役
社
長

　小
早
川

　智
明 

二

　竣
功
認
可
の
年
月
日 

令
和
五
年
十
二
月
十
五
日 

三

　埋
立
区
域
の
位
置
、
区
域
及
び
面
積 

１

　位
置 

双
葉
郡
大
熊
町
大
字
夫
沢
字
北
原
二
十
五
の
地
先
公
有
水
面 

２

　区
域 

別
添
図
面
の
と
お
り 

３

　面
積 

一
、
九
〇
〇
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

四

　埋
立
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号 

平
成
三
十
年
十
一
月
一
日
福
島
県
指
令
第
千
八
百
二
号 

五

　公
有
水
面
埋
立
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
市
町
村 

大
熊
町 

　（
「
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
土
木
総
務
課
用
地
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。
） 

（
土
木
総
務
課
用
地
室
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。 令

和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
大
内

大
沼
郡
会
津
美
里
町
冨
川

変
更
前

　

 

Ａ

　
　六
・
〇
～

　
　六
一
五
・
一 

会
津
高
田

字
中
川
原
二
六
九
番
地
先

　
　
　二
三
・
四 

 

線

　
　
　
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

Ｂ

　一
一
・
〇
～ 

　
　九
六
六
・
四 

同

　郡
同

　
　
　町
永
井

　
　
　九
二
・
〇

野
字
下
町
一
八
六
九
番
一

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

 

変
更
後

　

 

Ａ

　
　六
・
〇
～

　
　六
一
五
・
一 

大
沼
郡
会
津
美
里
町
冨
川

　
　
　二
三
・
四 

 

字
中
川
原
二
六
九
番
地
先

Ｂ

　一
一
・
〇
～ 

　
　九
六
六
・
四 

か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　

 

　
　
　四
八
・
二

同

　郡
同

　
　
　町
永
井

野
字
下
町
一
九
二
二
番
四

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 

敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

 
 

 
 

 

路 

線 

名 

区

　
　
　
　間 

変 

更 

後 
 

 
 

 
 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
い
わ 

い
わ
き
市
山
田
町
和
久
二 

変
更
前 

　
　
　七
・
五
～ 

一
、
〇
四
五
・
二 

き
上
三
坂 

九
番
二
地
先
か
ら 

　
　
　二
五
・
八

小
野
線 

同

　
　市
山
田
町
川
中
子 

三
一
番
一
地
先
ま
で 

変
更
後 

　
　一
四
・
二
～ 

一
、
〇
四
五
・
二 

　
　一
二
二
・
五

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
七
号 

　道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

路

　
　
　線

　
　
　名

供

用

開

始

の

区

間

供

用
開

始
の

期

日
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県
道
大
内
会
津
高
田
線

大
沼
郡
会
津
美
里
町
冨
川
字
中
川
原
二

令
和
五
年
一
二
月
二
七
日

六
九
番
地
先
か
ら 

同

　郡
同

　
　
　町
永
井
野
字
下
川
原

二
九
三
番
五
地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
八
号 

　土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　土
砂
災
害
警
戒
区
域 

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

 
 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　域 
原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲 

 
現
象
の
種
類

　
　

  

西
手
代
沢

　
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
綿
場

　
　
　
　
土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 

 

手
代
山
沢

　
同

　郡
同

　
　町
大
字
長
田
字
中
丸

土
石
流

　
　
　
　  

上
祢
次
沢

　
同

　郡
同

　
　町
字
五
輪
原

　
　
　
土
石
流

　
　
　
　  

炭
焼
場
沢

　
双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
原

　
土
石
流

　
　
　
　  

落
合

　
　
　
相
馬
市
山
上
字
落
合

　
　
　
　
　
　
土
石
流

　
　
　
　  

西
宮
下

　
　
双
葉
郡
双
葉
町
大
字
長
塚
字
西
宮
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

善
能
寺

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
前
田
字
善
能
寺

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

福
田
●

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
福
田
●

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

上
●
Ａ

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
上
●

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

上
●
Ｂ

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
上
●

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

 

 

清
戸
●

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
新
山
字
清
戸
●

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

花
の
木

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
両
竹
字
花
の
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

西
●

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
中
田
字
西
●

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

榎
内

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
上
羽
鳥
字
榎
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

南
●

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
下
羽
鳥
字
南
●

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

福
田
●

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
上
●

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

寺
内
前

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
寺
内
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

町
西

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
町
西

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

本
町

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
新
山
字
本
町

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

大
畑

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
前
田
字
大
畑

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

愛
宕
下

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
目
●
字
愛
宕
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

　土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域 

 
 

 
 

区
域
の
範
囲
及
び

 
 

 

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

 

区

　域

　名 

区

　
　
　
　
　
　
　
　域 

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

 

現
象
の
種
類

　
　

 

る
と
想
定
さ
れ
る

 

衝
撃

　
　
　
　
　  

西
手
代
沢

　
耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
綿
場

　
　
　
　
土
石
流

　
　
　
　
次
の
図
の
と
お
り 

 
手
代
山
沢

　
同

　郡
同

　
　町
大
字
長
田
字
中
丸

土
石
流

　
　
　
　  

上
祢
次
沢

　
同

　郡
同

　
　町
字
五
輪
原

　
　
　
土
石
流

　
　
　
　  

炭
焼
場
沢

　
双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字
原

　
土
石
流
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落
合

　
　
　
相
馬
市
山
上
字
落
合

　
　
　
　
　
　
土
石
流

　
　
　
　  

西
宮
下

　
　
双
葉
郡
双
葉
町
大
字
長
塚
字
西
宮
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  
善
能
寺

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
前
田
字
善
能
寺

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

福
田
●

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
福
田
●

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

上
●
Ａ

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
上
●

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

上
●
Ｂ

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
上
●

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

清
戸
●

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
新
山
字
清
戸
●

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

花
の
木

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
両
竹
字
花
の
木

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

西
●

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
中
田
字
西
●

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

榎
内

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
上
羽
鳥
字
榎
内

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

南
●

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
下
羽
鳥
字
南
●

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

福
田
●

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
上
●

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

寺
内
前

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
寺
内
前

急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

町
西

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
長
塚
字
町
西

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

本
町

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
新
山
字
本
町

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

大
畑

　
　
　
同

　郡
同

　町
大
字
前
田
字
大
畑

　
急
傾
斜
地
の
崩
壊

  

愛
宕
下

　
　
同

　郡
同

　町
大
字
目
●
字
愛
宕
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

　（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
砂

　防

　課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
九
号 

　福
島
県
収
入
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
令
和
五
年
十
二
月
十
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。 

令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

氏
名
又
は
名
称

　住
所

　
　
　
　
　
　
　指
定
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　売
り
さ
ば
き
所
の
名
称 

及
び
所
在
地 

株
式
会
社
Ｆ
Ｍ

　郡
山
市
芳
賀
三
丁
目

　令
和
五
年
一
二
月
二
八
日
か
ら

　
　フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
船

フ
ナ
ハ
シ

　
　
　四
三
番
地
の
一

　
　
　令
和
一
〇
年
九
月
三
〇
日
ま
で

　
　引
東
部
台
店 

田
村
市
船
引
町
東
部
台

三
丁
目
七
番
地 

フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
田

村
都
路
店 

田
村
市
都
路
町
古
道
字

戸
田
平
一
〇
五
番
地
の 

一 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
出
納
総
務
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

公
告
第
二
百
五
十
六
号 

　次
の
徴
税
吏
員
証
票
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
四
日
紛
失
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
日
以
降
当
該
徴
税
吏
員
証
票
は
無
効
と
す
る
。 

　
　令
和
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　

名

　
　
　
　
　
　
　称

発

　行

　年

　月

　日

番

　
　
　
　
　
　
　号

徴
税
吏
員
証
票

　
　
　
　
　
令
和
三
年
四
月
一
日

　
　
　
第
三
九
五
〇
号

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
税

　務

　課
） 
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